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二
九

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
美
術
史
の
分
野
で
平
安
後
期
の
仏
像
彫
刻
の
作
風
の
特
徴
を
論
じ

る
際
に
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
「
定
朝
様
（
（
（

」
の
定
義
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
「
定
朝
様
」
は
、
昭
和
以
降
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
の
浅

い
こ
と
ば
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
美
術
史
と
い
う
分
野
自
体
が
明
治
時
代
以
降

に
な
っ
て
誕
生
し
た
新
し
い
分
野
で
あ
り
、
美
術
史
固
有
の
時
代
区
分
で
さ
え
、

一
九
〇
〇
年
に
初
め
て
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
（
（
（

』
に
於
て
定
め
ら
れ
た
も
の

を
基
本
と
し
て
い
る
。「
定
朝
様
」
は
こ
の
時
代
区
分
よ
り
も
さ
ら
に
歴
史
の
浅

い
用
語
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
点
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
一
度
も
明
確
に
定
義

さ
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
論
者
に
よ

り
、「
定
朝
様
」
の
示
す
時
代
的
・
空
間
的
な
範
囲
の
と
ら
え
方
に
差
異
が
生

じ
、
理
解
の
妨
げ
に
な
る
結
果
を
生
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
第
一
章
で
は
、「
定
朝
様
」
の
初
見
と
そ
の
浸
透
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
、「
定
朝
様
」
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
同
時
代
の
作
風
を
示
す
「
藤
原
様

式
」
と
の
関
連
の
中
で
整
理
を
試
み
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
次
い

で
、
第
二
章
以
降
で
は
、「
定
朝
様
」
の
定
義
に
関
す
る
問
題
点
を
整
理
す
る
こ

　

平
安
時
代
後
期
の
仏
像
彫
刻
の
特
徴
を
表
す
「
定
朝
様
」
と
い
う
こ
と
ば

（
以
下
「
定
朝
様
」（
は
、
こ
の
時
代
の
仏
師
定
朝
の
作
風
を
形
容
し
た
こ
と

ば
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
定
朝
様
」
は
、

昭
和
以
降
に
使
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
確
固
と
し
た
定
義
が
な

い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、「
定
朝
様
」
の
と
ら
え
方
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
議

論
を
、
時
代
的
・
空
間
的
な
視
点
か
ら
分
類
・
整
理
し
、
今
後
の
研
究
に
役

立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

仏
像
彫
刻
、
定
朝
様
、
藤
原
様
式
、
和
様
、
平
安
時
代

定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題

松

出

洋

子

論
　
文〔

抄
　
録
〕



定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題
（
松
出
洋
子
（

三
〇

と
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
第
二
章
で
、「
定
朝
様
」
と
「
藤
原
様
式
」
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
第
三
章
で
は
「
定
朝
様
」
と
一
つ
前
の
時
代
の
貞
観
様
式
と
の
関

係
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
整
理
す
る
。
さ
ら
に
、
第
四
章
で
は
、
第
三
章
に
付
随

し
て
、
貞
観
様
式
か
ら
藤
原
様
式
へ
の
転
換
期
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
整
理
す

る
。

　

ま
た
第
五
章
で
は
「
定
朝
様
」
の
示
す
空
間
的
な
範
囲
に
つ
い
て
次
の
三
段
階

に
分
け
て
、
先
行
研
究
を
整
理
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
定
朝
様
」
を
平
等
院
鳳
凰

堂
阿
弥
陀
如
来
像
本
体
に
限
定
す
る
も
の
、
仏
像
の
台
座
・
光
背
や
堂
内
荘
厳
に

ま
で
広
げ
る
も
の
、
さ
ら
に
広
く
鳳
凰
堂
の
前
池
に
ま
で
広
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
「
定
朝
様
」
の
解
釈
に
つ
い
て
様
々
な
視
点
か
ら
先

行
研
究
を
分
類
、
整
理
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
研
究
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
し

た
い
。

一　
「
定
朝
様
」
の
使
用
の
歴
史
と
先
行
研
究

　

本
章
で
は
、「
定
朝
様
」
が
使
用
さ
れ
始
め
た
一
九
三
〇
年
前
後
の
状
況
に
つ

い
て
言
及
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
「
定
朝
様
」
の
使
用
に
つ
い
て
、「
藤
原
様

式
」「
和
様
」
と
の
関
連
か
ら
分
類
を
試
み
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
論
ず
る
。

（
一
）「
定
朝
様
」
の
初
見
と
使
用
の
歴
史
（
表
一
参
照
）

　

ま
ず
、
一
九
二
七
年
に
源
豊
宗
氏
（
（
（

が
「
藤
原
様
式
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い

て
、
平
安
前
期
の
様
式
と
の
対
比
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
源
豊
宗
氏

は
、
定
朝
に
つ
い
て
「
天
下
第
一
の
優
秀
な
る
仏
師
」
で
あ
り
、
そ
の
作
品
が

「
時
代
の
要
求
に
契
っ
て
い
た
」
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
定
朝
の
作
風
に
つ
い
て

の
深
い
考
察
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
氏
の
一
九
二
九
年
の
論

文
（
（
（

で
は
「
定
朝
時
代
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
、「
藤
原
様
式
」
と
の
関
連
性

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
二
年
後
の
一
九
三
一
年
に
は
、

田
中
豊
蔵
氏
（
（
（

が
「
定
朝
の
様
式
」「
定
朝
式
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
一
九
三
四

年
に
は
、
丸
尾
彰
三
郎
氏
（
（
（

が
「
定
朝
様
式
」
を
使
用
し
た
。
次
い
で
一
九
三
六
年

に
は
、
源
豊
宗
氏
（
（
（

が
「
定
朝
様
」
を
使
用
し
た
。
こ
の
、
田
中
氏
、
丸
尾
氏
、
お

よ
び
源
氏
の
論
文
が
、「
定
朝
様
（
式
（」
の
初
出
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
定
朝

様
」
は
、
広
く
浸
透
し
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
定
朝
様
」
が
広
く
浸
透
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
後
年
一
九
七
四
年
に
清
水
善

三
氏
が
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
（
（

。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
背
景
は
、
定
朝
作

の
新
し
い
様
式
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
平
安
時
代
後
期
に
は
「
一
つ
の
規
範
と
な
っ

て
、
量
的
に
も
時
間
的
に
も
」
膨
大
な
類
似
作
品
が
作
ら
れ
た
「
資
料
的
事
実
」

が
あ
る
こ
と
、
第
二
の
背
景
は
、
定
朝
作
の
西
院
邦
恒
朝
臣
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像

が
十
二
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
「
仏
の
本
様
」
と
評
価
さ
れ
手
本
と
な
っ
た
と
い

う
史
料
（
（
（

が
、
明
治
時
代
以
降
の
研
究
者
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

清
水
氏
が
指
摘
す
る
の
は
「
定
朝
様
」
浸
透
の
背
景
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本

稿
に
お
い
て
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
の
「
定
朝
様
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
の
定
義

の
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
定
朝
様
」
の
み
な
ら
ず
、
類
似
し
た
こ
と
ば
で
あ

る
「
藤
原
様
式
」「
和
様
」
も
「
定
朝
様
」
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
三
つ
の
こ
と
ば
の
相
互
の
関
連
性
も
曖
昧
で
あ
り
、
結
果
的
に
平

安
時
代
後
期
の
仏
像
の
作
風
の
理
解
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
二
）「
藤
原
様
式
」
と
「
定
朝
様
」
に
関
す
る
分
類

　

そ
こ
で
、「
藤
原
様
式
」
と
「
定
朝
様
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
先
行
研
究
を

整
理
し
た
論
文
を
取
り
上
げ
、
次
章
以
降
の
考
察
の
参
考
と
し
た
い
。
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表一　主な先行研究における「定朝様」、「藤原様式」、「和様」の使用状況

年 論者 論文名 定朝様（式） 藤原様（式） 和様

（（（（ 源豊宗 藤原彫刻の諸問題 × ○（初出）

（（（（ 源豊宗 即成院の二十五菩薩来迎像 「定朝時代」 ○

（（（（ 田中豊蔵 仏師定朝 「定朝式」 × ×

（（（（ 丸尾彰三郎 藤原時代の彫刻 ○（初出） ○ 「日本化」

（（（（ 源豊宗 彫刻における藤原様式の成立 ○ ○ ×

（（（（ 谷信一 定朝法橋叙任の経緯 ○ × ×

（（（（ 帝室博物館 日本美術史 ○ ○ 「日本化」

（（（（ 小林剛 大仏師定朝 ○ 「藤原文化」 ○（初出）

（（（（ 金森遵 藤原彫刻の主調 ○ ○ 「日本化」

（（（（ 小林洋子 藤原後期における定朝様式 ○ 「藤原彫刻」 ○

（（（（ 小林剛 藤原時代の彫刻 ○ ○ ○

（（（（ 丸尾彰三郎 日本彫刻史展望 ○ ○ ○

（（（（ 毛利久 康尚と定朝 ○ ○ ×

（（（（ 井上正 遍照寺の彫刻と康尚時代 「定朝時代の
気分」 × ○

（（（（ 井上正 東福寺同聚院不動明王像 ─ ○ ─

（（（（ 佐藤昭夫 岩船寺阿弥陀如来像 ○ 「藤原彫刻」 ○

（（（（ 西川新次 彫刻における藤原様式成立の事情　藤原彫
刻史考・Ⅰ ○ ○ ○

（（（0 中野玄三 藤原彫刻 ○ ○ ○

（（（（ 清水善三 藤原様式と定朝様 ○ ○ ○

（（（0 田中嗣人 定朝と定朝様式 ○ ○ ×

（（（0 水野敬三郎 大仏師定朝 ○ × ○

（（（0 井上正 和様彫刻の成立と展開 ○ × ○

（（（（ 清水善三 平安前期における工人組織の変遷（下）─
僧名仏師の多様化（二）─ ○ × ○

（（（（ 伊東史郎
定朝、覚助、長勢─定朝様式の成立とその
継承 ○ × ×

（（（（ 水野敬三郎 平安時代後期の彫刻 ○ × ○

（（（（ 副島弘道 十世紀の彫刻─平安前期から後期への作風
展開とその要因

× ○ ○

（000 伊東史郎 平安時代の彫刻史─唐風の消長 ○ ○ ○

（00（ 伊東史郎 平安時代後期の彫刻 ○ ○ ○

（00（ 根立研介 中世仏師研究序説 ○ × ○

（0（（ 浅湫毅 定朝様の継承 ○ × ×



定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題
（
松
出
洋
子
（

三
二

　

ま
ず
、
一
九
六
九
年
に
西
川
新
次
氏
（
（1
（

は
、
そ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
け
る
藤

原
時
代
の
と
ら
え
方
を
次
の
四
種
類
に
分
類
し
た
。

（
（
（
九
世
紀
の
平
安
初
期
（
貞
観
（
彫
刻
の
自
然
発
展
的
過
程
の
決
着
的

性
格
を
持
つ
時
代
。（
（
（
平
安
初
期
彫
刻
の
な
か
に
あ
っ
た
和
風
化
の
傾

向
が
順
次
純
化
完
成
し
た
時
代
。（
（
（
十
世
紀
に
和
様
化
の
傾
向
が
生
ま

れ
、
そ
の
な
か
か
ら
、
素
直
に
定
朝
様
式
が
完
成
し
、
そ
の
典
型
が
主
流
を

な
し
た
時
代
。（
（
（
九
世
紀
彫
刻
様
式
が
お
の
ず
か
ら
和
ら
げ
ら
れ
整
え

ら
れ
た
十
世
紀
の
彫
刻
様
式
と
、
康
尚
・
定
朝
時
代
に
お
よ
ん
で
完
成
さ
れ

た
い
わ
ゆ
る
定
朝
様
式
と
の
間
に
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
と
し
、
藤
原
時

代
を
定
朝
様
式
（
和
様
（
の
成
立
完
成
期
と
そ
の
支
配
的
で
あ
っ
た
時
期
に

限
定
す
る
、
と
い
う
分
類
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
き
、
前
述
の
清
水
善
三
氏
（
（（
（

は
「
藤
原
様
式
」
に
つ
い
て
、

（
Ⅰ
（
鳳
凰
堂
像
を
頂
点
と
す
る
単
一
な
様
式
展
開
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う

と
す
る
論
旨
と
、（
Ⅱ
（
複
数
か
ら
な
る
彫
刻
系
譜
の
展
開
と
し
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
論
旨
と
に
大
別
し
た
。
さ
ら
に
、（
Ⅱ
（
の
中
で
「
定
朝
様
」

に
つ
い
て
、

（
イ
（
定
朝
様
を
複
数
系
譜
の
内
の
一
つ
捉
え
る
か
、（
ロ
（
主
流
と
と
ら
え

る
か
、
と
い
う
二
つ
の
「
立
場
」
に
分
け
て
い
る
。

　

清
水
氏
は
、
こ
れ
ら
の
「
三
説
」
に
つ
い
て
、「
考
察
の
手
続
き
を
異
に
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳳
凰
堂
像
を
藤
原
様
式
の
「
典
型
」
と
み
な
す
と
い
う
結
論

に
達
す
る
点
で
は
、
さ
ほ
ど
大
き
い
違
い
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
」
と
ま
と
め
て

い
る
。
ま
た
清
水
氏
は
、
以
上
の
分
類
に
加
え
て
、（
Ⅲ
（
こ
れ
ら
鳳
凰
堂
を
藤

原
様
式
の
典
型
と
み
る
論
考
に
対
し
て
基
本
的
な
疑
問
を
提
出
し
た
論
者
に
金
森

遵
氏
が
い
る
、
と
す
る
。
金
森
氏
は
独
特
な
立
場
を
と
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

第
三
章
で
取
り
上
げ
る
。

　

ま
た
一
九
八
〇
年
に
田
中
嗣
人
氏
（
（1
（

は
、
清
水
氏
の
分
類
を
引
用
し
、
自
ら
の
立

場
は
清
水
氏
の
分
類
の
（
Ⅱ
（（
ロ
（
に
近
い
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
藤
原
彫

刻
が
弘
仁
・
貞
観
彫
刻
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
六
二
年
に
毛
利
久
氏
（
（1
（

が

指
摘
し
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
と
の
関
連
性
も
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

　

以
上
、「
藤
原
様
式
」
と
「
定
朝
様
」
に
関
し
て
分
類
を
試
み
た
先
行
研
究
を

数
本
取
り
上
げ
た
が
、
第
二
章
か
ら
は
、
こ
の
分
類
を
参
考
に
し
て
「
定
朝
様
」

に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

（
三
）「
和
様
」
に
つ
い
て

　
「
和
様
」
は
、
皿
井
舞
氏
に
よ
れ
ば
「
本
来
建
築
史
に
お
い
て
、
唐
様
の
対
概

念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
を
、
日
本
固
有
の
様
式
、
あ
る
い
は
伝
統
的
様

式
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
、
彫
刻
様
式
に
適
用
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
ば
で

あ
る
と
い
う
（
（1
（

。

　

こ
の
「
和
様
」
と
い
う
こ
と
ば
の
彫
刻
史
で
の
初
出
は
、
管
見
の
限
り
、
一
九

四
八
年
の
小
林
剛
氏
（
（1
（

の
論
文
に
お
け
る
使
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
林
剛
氏
の
こ

の
論
文
と
前
後
す
る
他
の
論
文
に
お
い
て
は
、「
日
本
化
」
と
い
う
こ
と
ば
の
使

用
例
が
若
干
あ
る
だ
け
で
（
（1
（

、
彫
刻
分
野
で
の
「
和
様
」
の
使
用
は
殆
ど
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
三
年
の
小
澤
洋
子
氏
（
（1
（

や
、
と
り
わ
け
翌
年
一
九
五
四
年
に

小
林
剛
氏
が
『
世
界
美
術
全
集
』
中
の
「
藤
原
時
代
の
彫
刻
（
（1
（

」
の
な
か
で
「
和

様
」
に
つ
い
て
解
説
し
た
部
分
に
「
も
と
も
と
仏
教
彫
刻
の
様
式
と
し
て
、
も
っ
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三
三

と
も
理
想
的
な
形
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
奈
良
様
に
基
礎
を
お
い
て
、
こ
れ

を
当
時
の
人
の
感
覚
で
さ
ら
に
形
を
整
え
た
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
」
と
定
義
し

た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
続
く
一
九
五
六
年
の
丸
尾
彰
三
郎
氏
（
（1
（

を
は
じ
め
、
以
後

次
々
に
「
和
様
」
が
使
わ
れ
一
般
化
し
た
。

　

さ
ら
に
皿
井
氏
に
よ
れ
ば
、
戦
後
は
特
に
「
定
朝
様
」
を
「
和
様
」
に
置
き
換

え
て
使
用
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
「
戦
時
中
に
強
調
さ
れ
た
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
影
が
見
え
隠
れ
す
る
」
と
い
う
（
11
（

。
た
し
か
に
、
最
近
の
美
術
全
集
の

解
説
や
仏
像
史
の
概
説
書
な
ど
に
は
、「
和
様
」
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
見
受
け

ら
れ
る
（
1（
（

が
、
反
面
、
二
〇
一
一
年
の
浅
湫
毅
氏
の
論
文
「
定
朝
様
の
継
承
─
六
波

羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
立
像
と
地
蔵
院
観
音
菩
薩
坐
像
の
あ
い
だ
ー
（
11
（

」
の
よ
う
に
「
定

朝
様
」
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
を
は
じ
め
、
戦
後
に
お
い
て
も
「
定
朝
様
」

を
使
用
し
た
論
文
は
多
数
存
在
す
る
（
11
（

た
め
、「
定
朝
様
」
が
「
和
様
」
に
置
き
換

わ
っ
た
と
断
定
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
も
残
る
。
こ
の
よ
う
な
点
も
念
頭
に
お
き

つ
つ
、
次
章
か
ら
は
具
体
的
に
「
定
朝
様
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二　
「
定
朝
様
」
と
「
藤
原
様
式
」
と
の
関
係

　
「
定
朝
様
」
に
関
し
て
は
じ
め
に
検
討
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
作
風
を
さ

す
「
藤
原
様
式
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
二
つ
の
立
場
に
分
け

て
整
理
す
る
。

（
一
）
一
つ
の
流
れ
と
と
ら
え
る
立
場

　

ま
ず
「
定
朝
様
」
と
「
藤
原
様
式
」
を
一
致
し
た
も
の
と
し
て
、
単
一
な
作
風

の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
る
立
場
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
比
較
的
古

い
論
者
に
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　

源
豊
宗
氏
は
一
九
二
七
年
の
論
文
に
お
い
て
藤
原
様
式
の
特
色
を
「
平
面
性
、

平
明
性
、
優
美
性
」
で
あ
る
（
11
（

と
し
、
定
朝
作
の
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
（
平
等
院

鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
を
典
型
例
と
し
て
あ
げ
る
（
11
（

。

　

丸
尾
彰
三
郎
氏
（
11
（

は
、
同
聚
院
不
動
明
王
像
（
11
（

を
定
朝
仏
に
直
接
先
行
す
る
作
と
と

ら
え
て
お
り
、
そ
の
後
の
「
定
朝
様
」
を
「
藤
原
様
式
」
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。
ま
た
「
藤
原
様
式
」
の
完
成
を
万
寿
四
年
（
一
〇
二
八
（
道
長
没
後
の
定

朝
期
と
し
、
そ
の
頂
点
を
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
（
定
朝
が
興
福
寺
造
仏
賞
で
法

眼
（
11
（

に
な
っ
て
か
ら
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
制
作
ま
で
の
間
に
置
く
。

　

毛
利
久
氏
は
、
定
朝
の
先
行
様
式
で
あ
る
「
前
定
朝
様
」
の
作
例
と
し
て
、

「
定
朝
様
」
に
近
い
同
聚
院
不
動
明
王
像
と
広
隆
寺
千
手
観
音
像
を
挙
げ
、
こ
の

う
ち
同
聚
院
像
を
、
作
風
や
制
作
時
期
か
ら
康
尚
の
作
で
あ
る
と
す
る
。
他
方
、

寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
（
制
作
の
広
隆
寺
千
手
観
音
像
に
つ
い
て
は
、「
康
尚
ス

ク
ー
ル
（
11
（

」
を
想
定
し
、
そ
の
制
作
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
風
の
流
れ
は
定

朝
の
平
等
院
鳳
凰
堂
像
に
至
っ
て
「
藤
原
様
式
」
の
頂
点
で
あ
る
「
定
朝
様
式
」

と
な
っ
た
と
と
ら
え
る
（
11
（

。

（
二
）
複
数
の
流
れ
と
と
ら
え
る
立
場

　

一
方
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
、「
藤
原
様
式
」
に
は
複
数
の
系
譜
が
存
在

し
、「
定
朝
様
」
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
が
あ
る
。

　

先
に
あ
げ
た
源
豊
宗
氏
は
、
一
九
三
六
年
の
論
文
に
お
い
て
さ
ら
に
立
場
を
発

展
さ
せ
た
。
源
氏
は
、
同
聚
院
不
動
明
王
像
を
「
藤
原
様
式
の
前
程
」
と
し
、
広

隆
寺
千
手
観
音
像
（
1（
（

を
「
藤
原
様
式
の
到
来
」
で
あ
り
、「
定
朝
様
式
の
発
生
」
と

す
る
。
こ
の
論
文
の
書
か
れ
た
一
九
三
六
年
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
同
聚
院
像
の

作
者
が
康
尚
で
あ
る
こ
と
が
断
定
さ
れ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
が
、
両
像
に
は



定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題
（
松
出
洋
子
（

三
四

「
康
尚
の
作
風
を
推
知
し
う
る
」、「
彫
刻
界
の
主
流
に
属
す
る
作
風
」
が
あ
る
と

し
た
。
反
面
、
同
時
代
に
は
「
雑
多
の
作
風
が
相
並
ん
で
」
行
わ
れ
、
平
等
院
像

よ
り
後
の
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
（
奈
良
融
念
寺
聖
観
音
像
の
よ
う
に
藤
原
的
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
貞
観
要
素
を
多
分
に
保
存
」
す
る
別
の
流
れ
が
、
特
に
地

方
仏
に
多
く
併
存
し
た
と
い
う
（
11
（

。

　

以
上
、「
定
朝
様
」
と
「
藤
原
様
式
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
検

討
し
た
が
、
次
章
で
は
貞
観
様
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三　

平
安
時
代
前
期
貞
観
様
式
と
の
関
係

　

本
章
で
は
「
定
朝
様
」
や
「
藤
原
様
式
」
と
、
一
つ
前
の
時
代
の
貞
観
様
式
と

の
関
係
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
貞
観
様
式
の
仏
像
は
一
般
的
に
表
情
が
険
し
く
衣

文
線
に
は
鎬
の
立
っ
た
翻
波
式
衣
文
を
取
り
、
構
造
的
に
は
一
木
造
り
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
、「
藤
原
様
式
」
は
平
等
院
像
の
よ
う
に
表
情
が
柔
ら
か
く
、
衣
文

は
薄
く
処
理
さ
れ
る
（
11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
全
く
違
っ
た
作
風
を
示
す
た
め
、

そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
多
様
な
立
場
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
三
つ
の

立
場
に
分
け
て
整
理
す
る
。

（
一
）
貞
観
様
式
か
ら
藤
原
様
式
へ
一
つ
の
連
続
し
た
流
れ
と
考
え
る
立
場

　

丸
尾
彰
三
郎
氏
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
定
朝
様
」
と
「
藤
原
様
式
」

を
一
つ
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
た
が
、「
貞
観
様
式
」
か
ら
「
藤
原
様
式
」
へ
の

移
行
も
単
一
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
る
。
丸
尾
氏
は
両
者
の
流
れ
に
つ
い
て
、
一

九
三
四
年
の
論
文
で
は
「
そ
の
交
代
は
漸
次
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
藤
原
時
代

史
は
概
ね
そ
の
前
の
平
安
期
初
期
の
順
な
展
開
」
で
あ
る
こ
と
、「
藤
原
時
代
は

大
勢
と
し
て
は
前
の
時
代
と
何
か
対
立
的
な
意
味
を
も
っ
て
進
展
し
た
の
で
は
な

い
」
た
め
、
藤
原
文
化
へ
の
移
行
は
「
一
元
的
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い

る
（
11
（

。
さ
ら
に
、
約
二
十
年
後
の
一
九
五
六
年
の
論
文
で
は
、「
定
朝
様
式
」
へ
の

「
進
捗
」
は
「
徐
々
の
問
題
」
で
あ
る
と
し
た
（
11
（

。
丸
尾
氏
は
、
康
尚
の
時
代
に

入
っ
て
も
な
お
「
貞
観
の
生
硬
さ
」
が
残
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
後
定
朝
が
法

橋
（
11
（

・
法
眼
に
な
っ
て
か
ら
平
等
院
像
ま
で
の
時
期
に
制
作
さ
れ
た
仏
像
を
藤
原
時

代
の
最
盛
期
と
考
え
た
。

　

こ
れ
に
対
し
金
森
遵
氏
（
11
（

は
や
や
独
特
な
立
場
を
と
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

第
一
章
で
清
水
氏
の
分
類
を
紹
介
し
た
際
に
も
触
れ
た
が
、
金
森
氏
は
、
貞
観
と

藤
原
を
連
続
し
た
も
の
と
と
ら
え
、
平
等
院
像
の
作
風
を
貞
観
様
式
の
名
残
り
で

あ
る
と
解
釈
す
る
。
金
森
氏
に
よ
れ
ば
、
藤
原
様
式
と
は
貞
観
様
式
が
「
惰
性
的

に
」
展
開
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
平
等
院
像
は
「
依
然
貞
観
様
式
の
余
薫
が
感
ぜ

ら
れ
、
定
朝
の
頃
で
は
ま
だ
貞
観
彫
刻
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
い
な
か
っ
た
事
が

知
ら
れ
る
」
と
主
張
す
る
。

　

金
森
氏
の
独
特
さ
は
、
殆
ど
の
論
者
が
藤
原
様
式
の
完
成
を
定
朝
期
や
平
等
院

像
に
置
く
の
に
対
し
、
平
等
院
像
が
完
成
の
手
前
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。
金

森
氏
は
藤
原
様
式
の
完
成
を
「
法
界
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
最
も
望
ま
し
い
」
と

い
う
が
、
同
時
に
法
界
寺
像
は
造
立
年
代
が
不
確
定
の
た
め
、
基
準
作
と
は
な
ら

な
い
と
も
言
っ
て
い
る
（
11
（

。
そ
こ
で
金
森
氏
の
藤
原
様
式
に
対
す
る
結
論
は
、「
探

る
べ
き
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
と
い
う
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
帰
結
す

る
。

　

た
だ
し
、
金
森
氏
の
論
文
の
書
か
れ
た
時
代
は
平
等
院
像
が
定
朝
作
で
あ
る
こ

と
が
確
定
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
り
、
ま
た
氏
は
藤
原
時
代
に
も
翻
波
式
が
行
わ

れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藤
原
時
代
に
対
す
る
当
時
の
認
識
が
現
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三
五

在
の
も
の
と
は
相
違
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

毛
利
久
氏
は
、
貞
観
様
式
の
特
徴
に
つ
い
て
「
部
分
の
塊
量
的
な
把
握
を
強

調
」
し
た
た
め
に
「
調
和
を
欠
く
」
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、
平
等
院
像
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
調
和
の
と
れ
た
優
美
な
作
風
と
は
「
全
く
相
反
す
る
」
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毛
利
氏
は
貞
観
か
ら
藤
原
様
式
へ
の
連
続
性

を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
推
移
」
が
「
百
年
余
り
を
費
や
し
て
い
る
」

た
め
、「
自
然
に
脱
皮
」
し
、「
き
び
し
い
も
の
の
反
動
か
ら
お
だ
や
か
な
も
の
が

発
生
し
、
長
い
時
間
的
経
過
の
の
ち
定
朝
様
式
の
大
成
と
な
っ
た
と
解
さ
せ
る
」

か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
11
（

。

（
二
）�

貞
観
期
の
複
数
の
系
譜
の
う
ち
の
一
つ
が
主
流
と
な
っ
て
藤
原
様
式
へ
展

開
し
た
と
考
え
る
立
場

　

こ
の
立
場
を
と
る
の
は
、
ま
ず
帝
室
博
物
館
『
日
本
美
術
史
』
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
藤
原
時
代
の
様
式
上
の
特
色
を
、「
典
型
美
、
調
和
美
及
び
装
飾
美
の
三
大

特
色
」
と
す
る
（
11
（

。
さ
ら
に
、
藤
原
時
代
を
、「
初
期
」、「
盛
期
」、「
後
期
」
の
三

期
に
分
け
、「
初
期
」
に
は
、
複
数
の
系
譜
、
す
な
わ
ち
晩
唐
様
、
奈
良
様
、
密

教
様
の
系
譜
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
具
体
例
は
、
晩
唐
様
に
つ
い
て
は
延
喜
九

年
（
九
〇
九
（
醍
醐
寺
薬
師
堂
薬
師
三
尊
像
で
、「
奈
良
様
」
は
天
慶
九
年
銘
の

岩
船
寺
阿
弥
陀
如
来
像
と
正
暦
元
年
頃
（
九
九
〇
頃
（
法
隆
寺
講
堂
薬
師
三
尊
像

で
あ
る
と
い
う
。「
初
期
」
に
は
こ
の
他
に
、「
余
り
に
儀
軌
に
制
肘
さ
れ
た
密
教

様
」
も
行
わ
れ
、「
最
も
感
覚
的
に
洗
練
さ
れ
た
奈
良
様
が
、
正
常
な
発
展
過
程

の
上
に
再
現
し
て
、
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
」
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

次
の
盛
期
で
は
、「
殆
ど
奈
良
様
か
ら
発
展
し
た
も
の
の
み
」
が
残
り
、「
名
匠

定
朝
に
よ
っ
て
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
様
式
に
ま
で
到
達
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
完

成
像
が
、
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
お
よ
び
雲
中
供
養
菩
薩
像
で
、
続
く
後

期
に
お
い
て
も
な
お
「
定
朝
様
」
は
中
心
的
な
作
風
と
し
て
「
墨
守
」
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
（
1（
（

。

　

中
野
玄
三
氏
は
一
九
七
〇
年
の
『
日
本
の
美
術
』
の
解
説
の
中
で
、
貞
観
彫
刻

に
主
要
な
四
つ
の
「
系
統
」
を
提
唱
す
る
。

　

そ
の
一
つ
目
は
「
密
教
系
」
で
、「
空
海
直
系
の
真
言
密
教
の
寺
院
だ
け
で
造

ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
天
平
彫
刻
の
木
心
乾
漆
造
の
影
響
を
受
け
」、
漆
を
部

分
的
に
盛
り
上
げ
て
仕
上
げ
た
「
一
木
造
像
」
で
、「
顔
の
表
情
や
衣
の
ひ
だ
」

は
穏
や
か
だ
が
、
密
教
独
特
の
官
能
的
あ
る
い
は
多
面
多
臂
像
を
含
む
も
の
で
あ

る
。
二
つ
目
は
「
木
彫
系
」
の
一
木
造
り
で
、
遺
品
が
多
く
、
し
か
も
全
国
分
布

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表
情
は
森
厳
性
や
神
秘
性
を
持
ち
、
量
感
豊
か
で
、
翻

波
式
衣
文
を
持
ち
、
素
木
あ
る
い
は
彩
色
仕
上
げ
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
つ
目
は
「
奈
良
系
」
で
、「
天
平
時
代
の
木
心
乾
漆
造
の
伝
統
」
を
伝
え
る
像

で
あ
り
、
漆
の
盛
り
上
げ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
一
木
造
の
木
彫
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
漆
箔
仕
上
げ
が
多
く
、
奈
良
地
方
に
独
特
で
あ
る
が
、「
藤
原
彫
刻
の
形
成
過

程
に
重
要
な
役
割
」
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
四
つ
目
は
、「
外
国
産

の
緻
密
で
硬
い
香
木
（
お
も
に
白
檀
（
で
造
っ
た
仏
像
」
で
、
小
像
で
あ
り
台
座

ま
で
精
密
に
一
木
で
刻
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
四
つ
の
系
統
は
、
十
世
紀
初
頭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
弱
め
ら
れ

折
衷
し
、
十
世
紀
中
頃
に
は
「
木
彫
系
の
側
か
ら
和
様
化
へ
の
追
求
」
が
続
け
ら

れ
て
、
法
性
寺
十
一
面
観
音
像
（
11
（

や
永
祚
元
年
（
九
八
九
（
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像

な
ど
の
「
や
さ
し
い
表
現
や
や
わ
ら
か
い
体
の
こ
な
し
」
の
像
へ
と
「
発
展
」
し

た
。
や
が
て
こ
の
傾
向
が
、「
次
の
康
尚
様
式
の
成
立
に
重
要
な
示
唆
を
与
え



定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題
（
松
出
洋
子
（

三
六

た
」
と
い
う
（
11
（

。

　

さ
ら
に
中
野
氏
は
別
の
論
文
に
お
い
て
、
康
尚
の
作
風
は
当
時
の
主
流
と
な
っ

た
も
の
の
、
同
時
に
木
彫
は
限
界
を
迎
え
た
と
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
康
尚

が
「
木
彫
主
義
に
対
す
る
忠
実
さ
」
の
た
め
に
、「
定
朝
な
ら
お
そ
ら
く
金
銅
で

作
っ
た
で
あ
ろ
う
臂
釧
・
腕
釧
を
一
木
か
ら
彫
り
出
す
労
を
い
と
わ
な
か
っ
た
」

た
め
、「
ど
う
し
て
も
仏
身
に
余
分
な
肉
を
つ
け
る
傾
向
」
を
持
っ
た
た
め
で
あ

る
。
他
方
定
朝
は
、
こ
の
「
木
彫
主
義
か
ら
完
全
に
離
れ
」、
改
め
て
「
奈
良
系

の
仏
像
の
整
っ
た
美
し
さ
を
吸
収
し
」、「
奈
良
系
の
仏
像
が
も
つ
量
感
に
つ
い
て

は
む
し
ろ
制
限
し
た
」
作
風
を
持
つ
こ
と
で
「
定
朝
様
」
を
確
立
し
た
と
い
う
（
11
（

。

つ
ま
り
中
野
氏
は
、
定
朝
と
康
尚
の
間
に
「
木
彫
主
義
」
へ
の
態
度
に
つ
い
て
の

断
絶
を
み
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
に
述
べ
る
（
三
（
の
分
類
の
立
場
に

立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）�

貞
観
様
式
と
藤
原
様
式
、
あ
る
い
は
康
尚
と
定
朝
と
の
間
に
飛
躍
や
断
絶

が
あ
る
と
考
え
る
立
場

　

康
尚
様
式
と
定
朝
様
式
の
間
に
飛
躍
が
あ
る
と
早
い
段
階
で
主
張
し
た
の
は
谷

信
一
氏
で
あ
る
。
谷
氏
は
、
こ
の
飛
躍
を
「
型
態
的
完
成
」
と
呼
び
、
そ
の
背
景

に
、
藤
原
道
長
が
仏
師
の
中
で
定
朝
の
み
に
僧
綱
位
で
あ
る
法
橋
位
を
与
え
た
こ

と
を
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
「
道
長
の
芸
術
意
欲
」
の
高
さ
に
よ
り
定
朝
様
式
は
創

造
さ
れ
た
と
い
う
（
11
（

。

　

井
上
正
氏
は
、
こ
の
時
代
の
作
風
に
二
段
階
の
飛
躍
が
あ
る
こ
と
を
説
き
、
以

降
の
学
説
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
ま
ず
、
一
九
六
二
年
の
論
文
「
遍
照

寺
の
彫
刻
と
康
尚
時
代
」
に
お
い
て
、
一
つ
目
の
飛
躍
と
し
て
、
康
尚
活
躍
期
の

永
祚
元
年
（
九
八
九
（
頃
の
制
作
で
あ
る
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像
を
取
り
上
げ

た
。
井
上
氏
に
よ
れ
ば
、「
康
尚
時
代
」
の
作
風
の
特
徴
は
「
や
わ
ら
か
さ
と
繊

細
さ
」
で
あ
り
、「
前
代
の
作
品
が
も
つ
材
質
の
重
味
か
ら
脱
却
し
て
生
気
あ
る

彫
刻
と
な
っ
た
点
に
、
和
様
化
へ
の
過
程
に
お
け
る
最
初
の
積
極
性
と
し
て
、
大

き
な
飛
躍
」
を
認
め
る
。
し
か
し
同
時
に
、
康
尚
は
「
木
彫
的
な
も
の
を
完
全
に

棄
て
去
り
、
新
し
い
次
元
の
木
彫
を
誕
生
せ
し
め
た
作
家
で
は
な
か
っ
た
」
と
し

て
、
康
尚
に
限
界
を
み
る
（
11
（

。

　

続
く
二
つ
目
の
飛
躍
は
、
同
年
の
論
文
「
東
福
寺
同
聚
院
不
動
明
王
坐
像
（
11
（

」
に

よ
れ
ば
、
康
尚
と
定
朝
の
間
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
論
文
で
「
康
尚
・
定
朝
の
両

者
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
井
上
氏

は
主
張
す
る
。
し
か
し
、
定
朝
の
作
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
平
等
院
の

阿
弥
陀
如
来
像
で
は
な
く
、
聖
護
院
不
動
明
王
像
（
11
（

で
あ
る
。
こ
の
聖
護
院
不
動
明

王
像
を
定
朝
作
と
す
る
論
者
は
殆
ど
お
ら
ず
、
井
上
氏
も
定
朝
作
で
あ
る
と
は
断

定
し
て
い
な
い
が
、「
定
朝
時
代
の
典
型
的
な
作
例
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理

由
は
、「
全
身
や
や
太
造
り
な
な
か
に
、
溌
溂
と
し
て
肉
身
が
、
一
点
か
ら
張
り

出
し
て
く
る
よ
う
な
ハ
リ
を
持
ち
、
洗
練
の
な
か
で
の
彫
塑
的
迫
力
を
つ
く
り
出

し
て
い
る
」
こ
と
や
、「
も
は
や
康
尚
時
代
の
微
妙
な
釣
り
合
い
へ
の
狙
い
は
感

じ
ら
れ
ず
、
明
快
そ
の
も
の
で
、
彫
刻
と
し
て
眼
ざ
め
た
よ
う
な
感
が
あ
る
」
こ

と
に
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
聖
護
院
像
に
は
「
九
世
紀
以
来
、
多
少
と
も
損
な

わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
彫
塑
性
へ
の
、
疑
い
な
い
復
興
が
あ
る
」
と
し
、
こ
の
復
興
に

「
天
平
復
古
の
相
」
を
見
る
。

　

さ
ら
に
西
川
新
次
氏
も
、
井
上
氏
と
同
様
に
貞
観
か
ら
藤
原
時
代
へ
二
段
階
の

飛
躍
を
認
め
た
。
し
か
し
、
井
上
氏
と
異
な
る
の
は
、
一
つ
目
の
飛
躍
を
康
尚
確

定
作
と
さ
れ
る
同
聚
院
不
動
明
王
像
に
置
い
た
点
で
あ
る
。
西
川
氏
は
、
一
九
六
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三
七

九
年
の
『
原
色
日
本
の
美
術
』
第
六
巻
の
解
説
の
中
で
、
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像

に
つ
い
て
は
、「
ゆ
っ
た
り
し
た
落
ち
着
き
と
丸
味
」
が
あ
り
「
同
聚
院
像
と
の

橋
が
か
り
的
な
位
置
」
に
あ
る
と
し
た
が
、
井
上
氏
の
よ
う
に
こ
の
像
に
飛
躍
を

見
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
聚
院
像
に
お
い
て
は
「
表
現
上
の
飛
躍
」
が

「
驚
か
さ
れ
る
」
ほ
ど
で
あ
り
、「
遍
照
寺
像
な
ど
に
遺
っ
て
い
た
不
均
衡
感
は

す
っ
か
り
拭
い
去
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
（
11
（

。

　

こ
こ
で
、
西
川
氏
が
同
聚
院
像
に
第
一
の
「
飛
躍
」
を
認
め
る
に
至
る
ま
で

の
、
藤
原
様
式
の
作
風
の
変
遷
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
同
氏
の
論
文
よ
り
詳
述

す
る
（
1（
（

。
ま
ず
初
め
に
、「
真
言
寺
院
を
中
心
に
伝
え
ら
れ
た
、
九
世
紀
か
ら
十
世

紀
に
お
よ
ぶ
「
正
統
」
彫
刻
の
伝
統
を
汲
む
グ
ル
ー
プ
」、
す
な
わ
ち
九
世
紀
前

半
の
東
寺
講
堂
諸
仏
や
観
心
寺
如
意
輪
観
音
像
、
九
世
紀
後
半
の
東
寺
食
堂
千
手

観
音
像
、
九
六
三
年
の
六
波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
（
11
（

を
経
て
、
九
九
一
年
～
九
九

五
年
頃
の
禅
定
寺
十
一
面
観
音
像
に
至
る
作
風
の
流
れ
が
存
在
し
た
と
い
う
。
こ

の
流
れ
に
、「
正
統
彫
刻
」
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
六
波
羅
蜜
寺
薬
師
如
来
像
や

九
九
〇
年
頃
の
法
隆
寺
講
堂
薬
師
如
来
像
の
流
れ
が
合
わ
さ
り
、「
藤
原
彫
刻
様

式
形
成
の
有
力
な
一
系
列
」
と
な
っ
た
。
長
和
三
年
（
一
〇
一
三
（
の
興
福
寺
薬

師
如
来
像
が
有
力
な
例
で
あ
る
。

　

こ
の
「
藤
原
彫
刻
様
式
形
成
の
有
力
な
一
系
列
」
と
合
流
し
た
の
が
、「
天
台

系
寺
院
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
作
家
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
、
遍
照
寺
十
一
面
観

音
像
、
正
暦
三
年
（
九
九
二
（
真
正
極
楽
寺
阿
弥
陀
如
来
像
、
長
保
五
年
（
一
〇

〇
三
（
平
等
寺
薬
師
如
来
像
（
因
幡
薬
師
（
の
系
列
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
系

列
に
同
聚
院
不
動
明
王
像
も
属
す
る
が
、
こ
の
像
の
作
者
康
尚
も
ま
た
「
天
台

系
」
の
仏
師
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
一
つ
目
の
飛
躍
が
あ

り
、「
藤
原
様
式
は
こ
の
像
に
よ
っ
て
始
め
て
完
成
さ
れ
た
」
と
い
う
。
定
朝
作

の
伝
承
を
持
つ
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
立
像
（
鬘
掛
地
蔵
（
も
同
時
期
の
も
の
で

あ
る
。

　

西
川
氏
は
第
二
の
飛
躍
に
つ
い
て
は
、
定
朝
の
活
躍
期
の
中
で
も
「
比
較
的
晩

年
」
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
第
二
の
飛
躍
に
よ
り
、
藤
原
彫
刻

は
「
も
は
や
こ
れ
以
上
の
展
開
を
望
め
な
い
、
王
朝
様
式
の
典
型
に
ま
で
高
め
ら

れ
た
」
と
す
る
。

　

伊
東
史
郎
氏
も
、
井
上
氏
が
唱
え
た
康
尚
と
定
朝
の
間
の
飛
躍
を
支
持
し
た
。

康
尚
は
、
専
業
仏
師
の
地
位
や
仏
所
体
制
に
確
立
に
よ
り
自
由
な
立
場
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
た
仏
師
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
和
様
が
一
挙
に
開
花
」
し
た
と
い

う
（
11
（

。
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
の
「
停
滞
の
状
況
の
中
か
ら
、
和
様
に
対
す
る
積
極
的

な
動
き
が
芽
生
え
始
め
た
」「
十
世
紀
末
─
一
一
世
紀
初
め
に
活
躍
」
す
る
こ
と

で
「
優
美
な
も
の
に
対
す
る
時
代
の
嗜
好
を
仏
像
の
上
に
も
表
現
す
る
こ
と
に
成

功
し
」、
そ
の
「
創
出
し
た
様
式
は
、
十
世
紀
以
来
の
和
様
へ
の
模
索
の
時
期
か

ら
見
て
、
一
つ
の
到
達
点
」
と
な
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
一
つ
目
の
飛
躍
を
み
る
。

　

他
方
、
伊
東
氏
は
「
奈
良
の
地
に
あ
っ
て
は
別
の
様
式
展
開
も
あ
っ
た
」
と
い

う
。
こ
れ
は
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
（
の
再
建
法
隆
寺
講
堂
の
薬
師
三
尊
像
の
中

尊
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、「
奈
良
時
代
の
古
典
的
な
造
形
」
の
復
活
で
あ
り
、
定

朝
は
「
寄
木
造
と
内
刳
り
の
発
達
と
い
う
技
術
の
進
歩
」
に
裏
付
け
ら
れ
な
が

ら
、
こ
の
奈
良
様
を
「
大
幅
に
取
り
入
れ
て
」
和
様
を
完
成
し
た
と
い
う
（
11
（

。
そ
の

結
果
、
定
朝
の
作
風
は
、「
前
代
ま
で
の
重
々
し
く
か
つ
朧
ろ
な
雰
囲
気
を
完
全

に
払
拭
」
し
、「
明
快
」
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
明
快
さ
を
持
つ
鳳
凰
堂
阿
弥

陀
如
来
像
に
は
、「
大
き
な
断
絶
の
結
果
」、
二
番
目
の
飛
躍
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
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三
八

鳳
凰
堂
に
つ
い
て
は
、
建
築
と
阿
弥
陀
如
来
像
の
光
背
・
台
座
の
型
式
に
類
例
が

な
く
、「
孤
立
性
」
を
特
長
と
す
る
こ
と
が
、「
そ
の
後
の
仏
像
に
み
ら
れ
る
画
一

性
と
好
対
照
」
を
な
す
と
も
い
う
（
11
（

。

　

以
上
、
貞
観
時
代
と
藤
原
時
代
の
作
風
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
最

近
の
研
究
は
、
貞
観
時
代
と
藤
原
時
代
の
間
に
と
ど
ま
ら
ず
康
尚
と
定
朝
の
間
に

も
作
風
の
断
絶
や
飛
躍
を
見
る
傾
向
が
強
い
。

四　

作
風
の
転
換
期

　

第
三
章
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
作
風
の
断
絶
や
飛
躍
、
す
な
わ
ち
作
風
の

転
換
期
を
、
論
者
は
具
体
的
ど
の
像
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

源
豊
宗
氏
（
11
（

は
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
広
隆
寺
千
手
観
音
像
を
転
換
期
と
し

た
。
そ
の
理
由
は
、
広
隆
寺
像
が
「
貞
観
の
緊
満
と
全
く
類
を
異
に
し
、
温
柔
の

趣
」
を
持
ち
、
顔
面
の
表
情
に
明
る
さ
を
持
つ
こ
と
（
11
（

や
、
制
作
年
代
が
藤
原
道
長

の
関
白
時
代
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。

　

井
上
正
氏
（
11
（

は
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
貞
観
か
ら
定
朝
ま
で
に
二
段
階
の
飛

躍
を
主
張
し
、
一
つ
目
を
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像
、
二
つ
目
を
定
朝
に
置
く
。
前

述
の
よ
う
に
定
朝
の
作
例
の
典
型
を
聖
護
院
不
動
明
王
像
と
す
る
点
が
独
特
で
あ

る
。

　

西
川
新
次
氏
（
11
（

は
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
井
上
氏
の
二
段
階
飛
躍
説
を
支

持
し
た
が
、
一
つ
目
を
同
聚
院
不
動
明
王
像
に
し
た
と
こ
ろ
が
井
上
氏
と
異
な

る
。
ま
た
、
第
二
の
転
換
期
は
、「
定
朝
に
よ
る
第
二
の
飛
躍
」
の
時
期
す
な
わ

ち
、
定
朝
の
晩
年
期
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
佐
藤
昭
夫
氏
は
、
当
時
の
仏
教
界
の
新
し
い
動
き
と
仏
像
の
作
風

と
の
変
化
を
結
び
付
け
、
転
換
期
を
探
っ
た
。
佐
藤
氏
は
、
天
暦
二
年
（
九
四

八
（
に
浄
土
教
の
開
祖
空
也
が
叡
山
で
得
度
受
戒
を
受
け
浄
土
教
団
の
基
礎
を
固

め
て
か
ら
三
年
後
に
つ
く
ら
れ
た
、
六
波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
が
転
換
点
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
六
波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
の
作
風
に
は
、「
藤
原
仏
と
し
て

の
静
け
さ
」
が
あ
り
「
和
様
彫
刻
の
前
駆
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
時
期
は
「
彫
刻
的
に
は
な
お
低
迷
期
」
で
、「
藤
原
彫
刻
は
定
朝
様
の
完
成
を

み
る
ま
で
に
は
あ
と
、
百
年
く
ら
い
暗
中
模
索
の
時
期
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
」
と
も
主
張
し
て
い
る
（
11
（

。

　

中
野
玄
三
氏
（
1（
（

は
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
貞
観
の
複
数
の
系
譜
の
う
ち
木

彫
系
が
和
様
化
し
た
結
果
、
法
性
寺
千
手
観
音
像
や
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像
に

至
っ
た
と
い
う
。
特
に
、
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像
で
は
作
風
に
相
当
な
発
展
が
み

ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
に
一
つ
目
の
転
換
期
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
後
に
康
尚
の

時
代
が
続
い
た
が
、
木
彫
主
義
は
限
界
を
迎
え
た
た
め
捨
て
去
ら
れ
、
二
度
目
の

転
換
が
定
朝
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
中
野
氏
の
立
場
は
上
記
の
井
上
正
氏
の
考
え

方
に
近
い
。

　

田
中
嗣
人
氏
は
、
寄
木
内
刳
造
に
よ
る
彫
り
の
浅
さ
に
注
目
し
、
貞
観
か
ら
藤

原
へ
の
転
換
期
を
六
波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
と
し
た
（
11
（

。

　

水
野
敬
三
郎
氏
は
、
一
九
九
四
年
の
講
談
社
『
日
本
美
術
全
集
』
第
六
巻
の
中
（
11
（

で
、
平
安
時
代
後
期
の
主
な
仏
像
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

時
期
は
、「
前
期
・
中
期
・
後
期
の
三
期
」
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。

　

ま
ず
、「
前
期
」
は
、
法
性
寺
千
手
観
音
像
が
、「
お
だ
や
か
な
表
情
の
丸
顔
」

や
、
衣
文
の
「
き
れ
い
な
整
い
」
を
持
ち
、「
和
様
化
へ
の
第
一
歩
」
の
像
で
あ
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三
九

り
、「
京
都
に
進
出
し
た
天
台
彫
刻
と
し
て
最
初
の
遺
品
」
で
あ
る
と
い
う
。
六

波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
は
、「
和
様
化
へ
の
歩
み
」
と
同
時
に
、「
天
平
彫
刻
へ

の
復
古
」
が
あ
り
、
六
波
羅
蜜
寺
薬
師
如
来
像
は
、「
寄
木
造
の
萌
芽
を
示
す
作

例
」
で
あ
る
。
康
尚
作
の
同
聚
院
不
動
明
王
像
も
「
前
期
」
に
属
す
る
が
、
忿
怒

の
表
情
に
誇
張
が
な
い
点
や
、
体
部
の
抑
揚
の
あ
る
柔
ら
か
な
肉
ど
り
の
表
現
を

持
つ
点
か
ら
前
期
彫
刻
の
到
達
点
と
す
る
。

　

続
く
「
中
期
」（「
盛
期
」（
は
、「
若
き
日
の
定
朝
が
康
尚
の
も
と
で
無
量
寿
院

造
仏
に
従
っ
て
い
た
」
時
期
で
、
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
を
「
作
風
に
飛

躍
的
と
も
い
え
る
展
開
が
あ
る
」
た
め
、
転
換
期
と
す
る
。
平
等
院
像
の
完
成
さ

れ
た
定
朝
様
式
に
は
、「
天
平
復
古
の
要
素
」
と
同
時
に
「
天
平
彫
刻
以
来
の
伝

統
か
ら
の
離
脱
」
と
「
新
様
式
」
の
成
立
が
あ
る
と
い
う
。

　

副
島
弘
道
氏
は
、
水
野
氏
と
同
じ
一
九
九
四
年
の
『
日
本
美
術
全
集
』
第
六
巻

の
解
説
の
中
で
、
岩
船
寺
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
、「
体
躯
に
厚
み
は
あ
る
も

の
の
、
頬
や
両
肩
の
輪
郭
に
丸
み
」
が
加
わ
る
点
に
「
新
し
い
作
風
」
の
誕
生
が

あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
岩
船
寺
像
は
そ
れ
ま
で
の
聖
宝
・
会
理
の
作
風

を
残
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
六
波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
で
は
、「
像
全
体
に
穏

や
か
さ
」
が
増
し
た
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
新
し
い
傾
向
」
は
、「
穏
や
か
な

表
情
」
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像
、
不
動
明
王
像
、
平
等
寺

薬
師
如
来
像
、
同
聚
院
不
動
明
王
像
へ
展
開
し
た
と
い
う
。

　

副
島
氏
は
、
作
風
の
転
換
の
原
因
を
「
人
々
の
情
緒
や
感
性
の
」
移
り
変
わ

り
、
す
な
わ
ち
「
中
庸
を
好
ん
だ
当
時
の
貴
族
た
ち
の
心
情
」
と
、「
彼
ら
の
好

尚
を
素
直
に
う
け
い
れ
た
仏
師
た
ち
」
に
あ
る
と
し
、
そ
の
完
成
形
を
平
等
院
鳳

凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
と
す
る
が
、
康
尚
と
定
朝
の
間
に
は
作
風
の
転
換
を
認
め
て

い
な
い
（
11
（

。

　

根
立
研
介
氏
（
11
（

は
、
当
時
の
仏
師
の
社
会
的
な
地
位
の
変
化
に
注
目
し
た
。
す
な

わ
ち
、
十
世
紀
末
頃
か
ら
「
私
的
な
仏
所
を
構
え
専
業
化
」
し
た
康
尚
の
よ
う
な

有
力
仏
師
が
、「
講
師
と
い
う
僧
官
を
獲
得
し
て
高
位
の
僧
侶
に
準
じ
る
よ
う
な

身
分
と
し
て
認
知
」
さ
れ
、
続
く
定
朝
も
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
（
初
め
て
仏
師

と
し
て
僧
綱
位
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
前
代
の
仏
師
と
異
な
っ
た
様
相

を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
仏
師
の
社
会
的
な
身
分

や
そ
の
あ
り
方
」
の
変
化
を
、
根
立
氏
は
「
画
期
」
と
み
な
す
。

　

山
本
勉
氏
（
11
（

は
、
和
様
化
の
推
進
力
と
し
て
源
信
の
編
集
し
た
『
往
生
要
集
』
の

影
響
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
往
生
要
集
』
の
中
の
正
修
念
仏
門
観
察
門
別

相
観
に
説
く
阿
弥
陀
の
四
十
二
相
の
第
六
番
目
に
あ
る
「
面
輪
円
満
」
と
い
う
文

言
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
観
想

念
仏
と
い
う
課
題
は
、
こ
の
時
期
の
仏
像
の
イ
メ
ー
ジ
の
模
索
に
も
か
か
わ
り
が

あ
る
ら
し
い
。『
往
生
要
集
』
で
は
仏
の
い
わ
ゆ
る
三
十
二
相
に
つ
い
て
ほ
ん
ら

い
の
釈
迦
の
相
を
観
想
に
よ
る
阿
弥
陀
如
来
の
そ
れ
に
お
き
か
え
四
十
二
の
相
と

し
て
詳
し
く
説
く
が
、
そ
の
な
か
で
と
く
に
「
面
輪
円
満
に
し
て
満
月
の
ご
と

し
」
と
し
て
い
る
。（
略
（
こ
の
時
期
の
天
台
系
の
如
来
像
の
肉
髻
と
地
髪
部
の

別
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
つ
ま
り
頭
部
全
体
と
し
て
の
単
純
な
丸
顔
な
ど
は
、
こ

う
し
た
観
相
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
す
る
た
め
の
試
行
錯
誤
の
一
段
階
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。」

　

山
本
氏
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
と
も
に
、
該
当
す
る
仏
像
の
例
と
し
て
、
六

波
羅
蜜
寺
薬
師
如
来
像
を
あ
げ
、
さ
ら
に
「
現
在
の
滋
賀
県
を
中
心
と
し
て
こ
の

期
の
天
台
系
の
如
来
像
な
ど
に
例
が
多
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
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ち
、
山
本
氏
は
作
風
の
変
化
の
転
換
点
に
立
つ
仏
像
を
六
波
羅
蜜
寺
薬
師
如
来
像

と
し
、
そ
の
背
景
を
『
往
生
要
集
』
の
内
容
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

　

山
本
氏
の
こ
の
見
解
は
、
従
来
の
美
術
史
的
な
観
点
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
、
宗

教
的
な
背
景
と
仏
像
の
作
風
の
変
遷
と
の
関
連
性
を
示
唆
す
る
画
期
的
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
当
時
、
末
法
思
想
の
広
が
り
と
と
も
に
、
天
台
浄
土
教
の
思
想
が
京

都
の
町
に
広
が
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、『
往
生
要

集
』
の
思
想
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時

期
は
康
尚
の
講
師
任
命
や
、
定
朝
の
仏
師
初
の
僧
綱
位
取
得
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
仏
師
の
社
会
的
地
位
も
上
昇
し
、
仏
師
の
側
か
ら
も
『
往
生
要
集
』
の
内
容

を
取
り
込
ん
だ
、
積
極
的
な
造
仏
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
（
11
（

。

五　
「
定
朝
様
」
の
示
す
範
囲

　

第
二
章
か
ら
第
四
章
で
は
、「
定
朝
様
」
の
時
代
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
を
整
理
し
た
。
本
章
で
は
、「
定
朝
様
」
が
示
す
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、「
定
朝
様
」
を
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像

本
体
か
ら
堂
内
荘
厳
、
池
に
至
る
ま
で
の
ど
の
範
囲
に
ま
で
広
げ
て
定
義
づ
け
る

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
次
の
三
段
階
に
分
け
て
検
討
す
る
。

（
一
）「
定
朝
様
」
の
範
囲
を
仏
像
本
体
に
絞
る
考
え
方

　

ま
ず
清
水
善
三
氏
（
11
（

は
「
定
朝
様
」
を
平
等
院
の
阿
弥
陀
如
来
像
本
体
に
絞
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
阿
弥
陀
の
よ
う
な
「
如
来
」
以
外
の
「
菩
薩
」「
天
部
」

に
ま
で
「
定
朝
様
」
を
広
げ
て
よ
い
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
定
朝
の
唯
一
の
確
定
作
が
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
り
、
如
来

像
以
外
の
菩
薩
や
天
部
に
は
定
朝
の
確
定
作
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
清
水
氏
は
、「
定
朝
様
」
が
単
な
る
「
数
値
的
な
も
の
」
で
は
な
く
「
仏
の
現

実
感
」
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
り
、「
微
妙
な
超
越
的
雰
囲
気
」
を
持
つ
平
等
院

像
の
普
遍
性
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
べ
き
で
、
十
二
世
紀
以
降
に
盛
ん
に
模
倣
さ

れ
た
「
定
朝
様
」
に
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。

　

中
野
玄
三
氏
も
、「
定
朝
様
と
い
わ
れ
る
仏
像
の
型
」
と
い
う
表
現
を
使
い
、

定
朝
が
「
考
案
し
た
仏
像
の
様
式
」
を
指
し
て
「
定
朝
様
」
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
藤
原
彫
刻
が
「
仏
像
自
体
は
奥
行
き
の
浅
い
い
わ
ば
彫
刻
の
絵
画
化
と
い
う

べ
き
性
格
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、「
建
築
・
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書

な
ど
を
融
和
さ
せ
た
総
合
芸
術
の
も
っ
と
も
中
心
に
立
つ
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
」
と
も
主
張
し
て
い
る
（
11
（

。

（
二
）
台
座
・
光
背
、
堂
内
荘
厳
に
ま
で
広
げ
る
考
え
方

　
「
定
朝
様
」
の
範
囲
を
台
座
・
光
背
や
堂
内
荘
厳
に
ま
で
広
げ
る
考
え
方
は
、

定
朝
が
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
の
台
座
・
光
背
や
、
天
蓋
、
雲
中
供
養
菩

薩
像
な
ど
の
堂
内
荘
厳
、
さ
ら
に
屋
根
の
上
の
二
体
の
鳳
凰
な
ど
建
物
に
関
わ
る

工
芸
品
の
す
べ
て
の
制
作
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。

　

金
森
遵
氏
は
、「
藤
原
様
式
と
し
て
の
最
も
完
成
に
近
い
頃
の
緊
張
し
た
典

型
」
で
あ
る
平
等
院
像
に
「
一
つ
の
個
性
が
確
か
に
あ
る
事
」
を
認
め
る
が
、
そ

の
個
性
と
は
「
光
背
・
台
座
・
天
蓋
な
ど
の
荘
厳
具
一
切
を
包
含
し
た
全
体
と
し

て
言
い
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
仏
像
の
安
置
様
式
に
意
義
が
あ

る
」
と
い
う
。
反
面
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
仏
像
そ
れ
自
体
」
は
「
貞
観
様
式
の

一
種
の
発
達
過
程
の
結
着
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
11
（

。

　

小
澤
洋
子
氏
は
、
平
等
院
像
を
「
貞
観
彫
刻
の
内
包
的
な
充
実
感
を
残
す
」
も

の
で
あ
る
と
し
た
。
定
朝
様
の
範
囲
に
つ
い
て
は
「
単
に
本
体
の
造
法
の
み
で
な
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四
一

く
、
光
背
台
座
を
含
め
た
造
像
形
式
」
で
あ
る
と
述
べ
、
平
等
院
像
よ
り
お
よ
そ

八
〇
年
後
に
造
ら
れ
た
勝
光
明
院
像
に
お
い
て
、「
更
に
合
理
的
に
発
展
し
た
」

と
い
う
（
1（
（

。

　

毛
利
久
氏
は
、「
い
わ
ゆ
る
定
朝
様
と
は
厳
密
狭
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
定
朝
の

彫
刻
（
主
と
し
て
仏
像
自
体
に
限
ら
れ
る
（
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
様
式
を
さ
す
で
あ

ろ
う
が
、
も
う
す
こ
し
意
味
を
広
げ
て
い
う
こ
と
も
で
き
る
」
と
し
た
。
す
な
わ

ち
、「
彫
刻
に
お
け
る
技
術
的
な
面
か
ら
寄
木
造
」
を
、「
さ
ら
に
仏
体
に
付
属
す

る
荘
厳
具
の
台
座
お
よ
び
光
背
に
ま
で
」
定
朝
様
の
範
囲
が
及
ぶ
と
し
て
、
具
体

的
に
は
「
寄
木
造
、
七
重
蓮
華
座
、
飛
天
光
」
を
「
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
し
て
い
る
（
11
（

。

（
三
）
総
合
的
な
芸
術
と
し
て
池
ま
で
含
め
て
考
え
る
立
場

　

最
後
は
「
定
朝
様
」
の
範
囲
を
最
も
広
く
と
ら
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考

え
方
は
、
平
等
院
鳳
凰
堂
の
前
池
ま
で
含
め
た
浄
土
式
庭
園
全
体
を
総
合
的
な
芸

術
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
「
定
朝
様
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

　

田
中
豊
蔵
氏
は
、
平
等
院
像
に
つ
い
て
、「
単
に
独
立
し
た
彫
刻
美
と
し
て
の

み
鑑
賞
さ
れ
る
べ
き
」
で
な
く
、
鳳
凰
堂
が
「
宇
治
川
に
臨
み
」、「
周
囲
に
池
を

穿
ち
」、「
浄
土
曼
荼
羅
に
画
か
れ
し
弥
陀
の
宮
殿
に
擬
し
た
る
も
の
」
の
よ
う
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
「
本
尊
、
台
座
、
光
背
、
天
蓋
及
び
楣
間
の
菩
薩
群
」
や
「
堂

内
の
板
壁
、
並
に
外
扉
の
内
面
」
に
「
九
品
の
往
生
」
図
が
あ
る
こ
と
が
、「
渾

然
た
る
一
個
の
芸
術
品
」
と
し
て
品
評
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
11
（

。
谷
信

一
氏
は
「
総
合
的
有
機
的
構
成
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
、
田
中
氏
の
説
を
支

持
す
る
（
11
（

。

　

丸
尾
彰
三
郎
氏
は
、
定
朝
様
式
を
、「
彫
刻
（
仏
像
（
の
造
形
美
が
そ
れ
を
安

置
す
る
建
築
（
堂
宇
（
と
渾
然
と
し
た
形
式
統
一
を
し
て
一
体
化
し
た
荘
厳
美
を

作
す
の
み
で
な
く
、
そ
の
建
築
美
と
自
然
的
環
境
（
山
水
（
美
と
調
整
を
と
っ
た

造
営
も
さ
れ
、
人
工
美
と
自
然
美
と
の
和
合
を
現
わ
す
」
も
の
と
す
る
（
11
（

。

　

西
川
新
次
氏
は
、
定
朝
の
鳳
凰
堂
像
が
「
絵
画
的
な
拡
が
り
」
を
持
ち
、「
台

座
・
光
背
・
天
蓋
、
堂
内
外
の
す
べ
て
を
調
和
し
て
、
建
築
・
絵
画
・
自
然
環
境

の
す
べ
て
を
含
め
た
綜
合
芸
術
の
中
心
的
な
位
置
を
」
占
め
た
と
い
う
（
11
（

。

　

水
野
敬
三
郎
氏
は
、「
定
朝
様
式
の
意
義
は
仏
体
と
堂
内
空
間
と
の
関
係
に
ま

で
」
お
よ
び
、
さ
ら
に
、「
堂
内
空
間
に
は
自
然
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
」

を
加
え
る
。「
金
色
の
仏
身
は
堂
の
前
池
の
波
の
反
映
に
か
す
か
に
ゆ
ら
め
き
、

夢
幻
的
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
。
水
面
に
映
っ
て
ゆ
ら
め
く
仏
の
影
は
『
栄
花

物
語
』
に
好
感
を
以
っ
て
描
写
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
鳳
凰
堂
は
逆
に
水
の
反

射
で
仏
像
が
ゆ
ら
め
く
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
池
ま
で
含
め
た
総
合
芸
術
と
し
て

と
ら
え
る
（
11
（

。お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
確
固
た
る
定
義
の
な
い
ま
ま
使
わ
れ
て
き
た
「
定

朝
様
」
が
論
者
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
は
じ
め
に
「
定
朝
様
」
と
同
時
代
の
作
風
を
指
す
「
藤
原
様

式
」
と
の
関
係
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。

　

次
に
、
一
つ
前
の
時
代
の
様
式
で
あ
る
貞
観
様
式
と
「
定
朝
様
」
の
関
係
に
つ

い
て
、
論
者
の
と
ら
え
方
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
初
期
の
段
階
で
は
比
較
的

単
純
に
連
続
し
た
流
れ
と
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
三
八
年
の

帝
室
博
物
館
『
日
本
美
術
史
』
に
お
い
て
、
貞
観
期
に
複
数
の
系
譜
が
存
在
し
た



定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題
（
松
出
洋
子
（

四
二

こ
と
が
説
か
れ
て
以
降
、
よ
り
複
雑
な
議
論
が
深
ま
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
、
貞
観
期
と
藤
原
期
の
間
に
断
絶
と
飛
躍
が
あ
っ

た
と
し
た
、
一
九
六
二
年
の
井
上
正
氏
の
提
唱
は
斬
新
で
あ
り
か
つ
説
得
力
の
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
井
上
氏
は
、
両
時
代
の
作
風
に
二
段
階
の
断
絶
・
飛
躍
が

あ
っ
た
と
説
き
、
西
川
新
次
氏
、
伊
東
史
郎
氏
な
ど
が
こ
れ
を
支
持
し
た
。
こ
の

貞
観
時
代
と
「
定
朝
様
」
の
関
係
性
の
検
討
は
、
そ
の
ま
ま
両
者
の
転
換
期
を
ど

の
像
に
置
く
か
と
い
う
問
題
に
も
直
結
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
定
朝
様
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
活
発
に
行
わ
れ
て

き
た
が
、
こ
こ
に
は
根
本
的
な
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
安
後
期
彫
刻
に
は

現
存
す
る
作
例
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
新
た
な
現
存
作
例
が
発
見
さ
れ
る
可
能

性
は
低
い
た
め
、
現
在
の
条
件
で
研
究
が
す
す
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と

り
わ
け
「
定
朝
様
」
の
中
心
と
な
る
定
朝
の
作
例
に
つ
い
て
は
、
文
献
資
料
上
で

は
多
く
の
事
蹟
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
現
存
確
定
作
は
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥

陀
如
来
像
一
体
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
像
と
相
並
ん
で
、
平
安
時
代
末
期
に

は
す
で
に
「
仏
の
本
様
」
と
世
間
に
高
く
評
価
さ
れ
た
定
朝
作
の
西
院
邦
恒
朝
臣

堂
阿
弥
陀
如
来
像
も
現
存
し
な
い
た
め
、
同
じ
定
朝
作
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
相
互

の
比
較
す
ら
で
き
な
い
。
さ
ら
に
定
朝
作
の
菩
薩
像
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
確
定

作
で
は
な
い
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
像
（
鬘
掛
地
蔵
（
一
体
の
み
で
あ
り
、
明

王
・
天
部
は
全
く
現
存
し
な
い
た
め
、「
定
朝
様
」
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
尊
格
の
区
別
を
越
え
た
像
の
比
較
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
清
水
善
三
氏
は
、「
尊
格
の
性
格
と
形
式
の
違
い
に
由
来

す
る
相
違
も
あ
る
」
と
し
、「
定
朝
様
」
は
鳳
凰
堂
像
に
み
ら
れ
る
「
如
来
の
超

越
性
を
形
象
化
す
る
彫
刻
様
式
」
と
規
定
し
な
が
ら
、「「
藤
原
様
式
」
は
「
定
朝

様
」
と
と
も
に
「
菩
薩
と
し
て
の
超
越
式
様
式
」
を
も
併
せ
包
摂
し
う
る
概
念
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
（
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
中
嗣
人
氏
は
、
菩
薩
と
し

て
の
超
越
式
様
式
を
認
め
る
な
ら
「
明
王
と
し
て
の
超
越
式
様
式
」「
天
部
と
し

て
の
超
越
式
様
式
」
を
も
包
摂
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
藤
原
様
式
は
清
水
氏
の

い
う
「
定
朝
様
」
を
ふ
く
め
た
総
括
的
な
「
こ
ま
や
か
さ
、
平
明
さ
、
お
だ
や
か

さ
」
に
な
る
と
反
論
し
た
（
11
（

。

　

本
来
、
定
朝
の
制
作
し
た
如
来
、
菩
薩
、
天
部
、
明
王
な
ど
多
種
多
様
の
像
か

ら
「
定
朝
様
」
の
実
態
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如

来
像
が
唯
一
の
現
存
確
定
作
で
あ
る
と
い
う
現
状
で
は
、
田
中
氏
の
主
張
す
る
よ

う
に
、
藤
原
様
式
が
平
等
院
の
「
定
朝
様
」
を
ふ
く
め
た
総
括
的
な
も
の
で
あ
る

と
と
ら
え
た
う
え
で
、
現
存
像
の
尊
格
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
か
ら
読
み
取
る
こ

と
の
で
き
る
普
遍
的
な
要
素
を
、
定
朝
時
代
の
貴
族
の
好
尚
や
宗
教
的
要
請
の
反

映
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
り
「
定
朝
様
」
を
考
察
す
る
以
外
の
方
法
は
な
い
。

　

今
後
は
、「
定
朝
様
」
に
統
一
さ
れ
た
定
義
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
留
意
し
、

こ
れ
ま
で
一
人
歩
き
し
た
感
の
あ
る
「
定
朝
様
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
自
ら
の
立

ち
位
置
を
確
定
し
た
う
え
で
研
究
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
（
（	
定
朝
の
史
料
上
の
初
見
は
、
大
外
記
中
原
師
元
『
中
外
抄
』
上
、
久
安
四
年
（
一

一
四
八
（
五
月
二
十
三
日
条
で
、
父
の
仏
師
康
尚
が
法
成
寺
阿
弥
陀
堂
造
仏
を

行
っ
た
際
に
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
る
。「
康
尚
云
、
有
可
直
事
哉
、
申
云
可

直
事
候
、
構
麻
柱
之
後
、
康
尚
云
早
罷
上
ト
云
け
れ
ば
其
許
ナ
ル
法
師
乃
薄
色
指

貫
桜
き
う
た
い
に
裳
ハ
着
て
袈
裟
ハ
不
懸
ざ
り
け
る
つ
ち
の
み
を
持
て
金
色
仏
面
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四
三

を
け
づ
り
け
り
、
御
堂
仰
康
尚
云
、
彼
ハ
何
者
ぞ
、
康
尚
申
云
、
康
尚
弟
子
定
朝

也
、
其
後
お
ぼ
し
つ
き
て
世
乃
一
物
に
成
た
り
」。
な
お
、
法
成
寺
阿
弥
陀
堂
に

仏
像
が
安
置
さ
れ
た
の
は
、
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
（
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

（
（
（	

明
治
三
十
三
年
の
パ
リ
万
博
の
た
め
に
、
帝
国
博
物
館
が
編
集
し
た
も
の
。
明
治

初
年
の
宝
物
調
査
や
明
治
二
十
一
年
設
置
の
臨
時
全
国
取
調
局
の
調
査
結
果
に
基

づ
く
。
明
治
二
十
四
年
か
ら
岡
倉
天
心
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た
。

（
（
（	

源
豊
宗
「
藤
原
彫
刻
の
諸
問
題
」（『
佛
教
藝
術
』
第
十
冊
、
一
九
二
七
年
、
一
三

三
頁
、
一
三
九
頁
（

（
（
（	

源
豊
宗
「
即
成
院
の
二
十
五
菩
薩
来
迎
像
」（『
佛
教
藝
術
』
第
一
二
号
、
一
九
二

九
年
、
三
二
一
頁
、
の
ち
『
源
豊
宗
著
作
集
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
（

（
（
（	

田
中
豊
蔵
「
仏
師
定
朝
」（『
日
本
文
化
叢
考
』、
一
九
三
一
年
、
四
三
八
頁
、
四

三
九
頁
（

（
（
（	

丸
尾
彰
三
郎
「
藤
原
時
代
の
彫
刻
」（『
岩
波
講
座
日
本
史
』
国
史
研
究
会
編
、
一

九
三
四
年
、
六
頁
、
七
頁
、
三
九
頁
、
四
九
頁
（

（
（
（	

源
豊
宗
「
彫
刻
に
お
け
る
藤
原
様
式
の
成
立
」（（
京
都
大
学
文
学
部
講
義
ノ
ー

ト
（
一
九
三
六
年
、
の
ち
『
源
豊
宗
著
作
集
』
日
本
美
術
史
論
究
、
思
文
閣
出

版
、
一
九
八
二
年
、
二
八
七
頁
（

（
（
（	

清
水
善
三
「
藤
原
様
式
と
定
朝
様
」（『
美
学
』
第
九
五
号
、
一
九
七
四
年
、
の
ち

『
平
安
前
期
彫
刻
史
の
研
究
』
中
央
公
論
、
一
九
九
六
年
、
二
三
七
頁
、
二
三
八

頁
（

（
（
（	『
長
秋
記
』
長
承
三
年
六
月
十
日
条
。

（
（0
（	

西
川
新
次
「
彫
刻
に
お
け
る
藤
原
様
式
成
立
の
事
情　

藤
原
彫
刻
史
考
・
一
」

（『
佛
教
藝
術
』
第
七
一
号
、
一
九
六
九
年
、
九
頁
（

（
（（
（	

前
注
八
、
二
三
四
頁
。

（
（（
（	

田
中
嗣
人
「
定
朝
と
定
朝
様
式
」（『
古
代
研
究
』
巻
二
〇
、
元
興
寺
文
化
財
研
究

所
考
古
学
研
究
室
、
一
九
八
〇
年
、
一
四
頁
～
一
八
頁
（

（
（（
（	

毛
利
久
「
康
尚
と
定
朝
」（『
國
華
』
第
八
四
八
号
、
一
九
六
二
年
九
月
、
五
五
五

頁
（

（
（（
（	

皿
井
舞
「
平
安
彫
刻
史
に
於
け
る
「
和
様
」
言
説
の
規
範
化
と
そ
の
過
程
」（
京

都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時

代
の
多
元
的
人
文
学
の
拠
点
形
成
」、
二
〇
〇
四
年
、
二
三
九
頁
（

（
（（
（	

小
林
剛
「
大
仏
師
定
朝
」（『
佛
教
藝
術
』
第
二
号
、
一
九
四
八
年
、
五
頁
、
三
七

頁
等
、
の
ち
『
日
本
彫
刻
作
家
研
究
』、
一
九
七
八
年
（

（
（（
（	「
日
本
化
」
は
、
一
九
四
八
年
小
林
氏
の
「
和
様
」
の
初
出
を
は
さ
ん
で
、
一
九

三
四
年
丸
尾
彰
三
郎
氏
「
藤
原
時
代
の
彫
刻
」（
前
注
六
（、
一
九
三
八
年
帝
室
博

物
館
『
日
本
美
術
史
』、
一
九
四
八
年
金
森
遵
氏
「
藤
原
彫
刻
の
主
調
」
に
お
い

て
使
用
さ
れ
た
。

（
（（
（	

小
澤
洋
子
「
藤
原
後
期
に
お
け
る
定
朝
様
式
」
東
京
女
子
大
学
史
学
研
究
室
編
、

一
九
五
三
年
、
三
四
頁
。

（
（（
（	

小
林
剛
「
藤
原
時
代
の
彫
刻
」（『
世
界
美
術
全
集
』
日
本
Ⅱ
、
平
凡
社
、
一
九
五

四
年
、
三
一
頁
（

（
（（
（	

丸
尾
彰
三
郎
「
日
本
彫
刻
史
展
望
（
二
（」（『
月
刊
文
化
財
』
第
十
号
、
一
九
五

六
年
二
月
、
五
頁
（

（
（0
（	

前
注
一
四
、
二
五
一
頁
。

（
（（
（	『
原
色
日
本
の
美
術
』
第
六
巻
（
小
学
館
、
一
九
六
九
（
の
西
川
新
次
「
藤
原
彫

刻
の
表
現
」
や
、『
日
本
美
術
全
集
』
第
六
巻
（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
（
の
水

野
敬
三
郎
「
平
安
時
代
後
期
の
彫
刻
」、
副
島
弘
道
「
十
世
紀
の
彫
刻
」
な
ど
の

美
術
全
集
の
解
説
や
、『
日
本
仏
像
史
』（
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
（、『
別
冊

太
陽　

仏
像　

日
本
仏
像
史
講
義
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
（
な
ど
の
概
説
書

に
も
「
和
様
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
（	

浅
湫
毅
「
定
朝
様
の
継
承

─
六
波
羅
蜜
寺
地
蔵
菩
薩
立
像
と
地
蔵
院
観
音
菩

薩
坐
像
の
あ
い
だ

─
」（『
鳳
翔
学
叢
』、
平
等
院
、
二
〇
一
一
年
（

（
（（
（	

戦
後
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
殆
ど
の
論
文
に
、「
定
朝
様
」
と
い
う
こ
と
ば
は

使
用
さ
れ
て
い
る
（
表
一
参
照
（。

（
（（
（	

源
豊
宗
「
藤
原
彫
刻
の
諸
問
題
」（『
佛
教
藝
術
』
十
冊
、
一
九
二
七
年
、
一
三
八

頁
（

（
（（
（	
こ
の
時
点
の
源
氏
の
論
文
で
は
、
ま
だ
「
定
朝
様
」
と
い
う
こ
と
ば
は
見
ら
れ
な

い
が
、
そ
の
二
年
後
一
九
二
九
年
の
論
文
で
は
「
定
朝
時
代
」、
一
九
三
六
年
の

論
文
で
は
「
定
朝
様
式
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
、
こ
れ
が
本
文
で
述
べ
た
通
り

「
定
朝
様
」
の
初
出
に
な
る
こ
と
か
ら
見
て
、
一
九
二
七
年
の
時
点
で
「
定
朝



定
朝
様
の
定
義
に
関
す
る
問
題
（
松
出
洋
子
（

四
四

様
」
に
匹
敵
す
る
意
識
が
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
前
提
で
と
り
あ
げ
た
。

（
（（
（	
前
注
六
、
四
頁
～
一
一
頁
。

（
（（
（	
現
在
同
聚
院
に
安
置
さ
れ
る
康
尚
作
の
不
動
明
王
像
は
、
も
と
は
法
性
寺
五
大
堂

の
中
尊
で
あ
っ
た
。
法
性
寺
は
延
長
年
間
（
九
二
三
～
九
三
一
（
に
藤
原
忠
平
が

創
建
し
た
寺
で
、
藤
原
道
長
の
帰
依
が
篤
く
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
（
に
道
長

四
十
の
賀
に
当
た
り
五
大
堂
と
本
尊
丈
六
五
大
尊
が
造
立
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か

し
、
源
氏
や
丸
尾
氏
の
論
文
の
時
期
に
は
ま
だ
作
者
が
康
尚
と
は
断
定
さ
れ
て
い

な
い
。
源
氏
は
、「
康
尚
の
在
世
中
」
で
は
あ
る
も
の
の
、「
直
ち
に
康
尚
と
は
出

来
な
い
」
が
、「
康
尚
の
作
風
を
知
る
上
で
よ
い
参
考
と
な
る
も
の
」
と
し
て
い

る
。
こ
の
像
が
康
尚
の
作
と
断
定
さ
れ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
、
一
九
六
二
年
の

井
上
正
氏
の
論
文
（「
東
福
寺
同
聚
院
不
動
明
王
像
」『
國
華
』
第
八
四
八
号
、
一

九
六
二
年
一
一
月
（
と
同
年
の
毛
利
久
氏
の
論
文
（「
康
尚
と
定
朝
」『
國
華
』
第

八
四
八
号
、
一
九
六
二
年
一
一
月
（
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
（（
（	『
僧
綱
補
任
』
巻
四
裏
書
、『
扶
桑
略
記
』、『
造
興
福
寺
記
』。

（
（（
（	

前
注
一
三
、
五
五
六
頁
。

（
（0
（	

前
注
一
三
、
五
四
九
頁
。

（
（（
（	

源
豊
宗
氏
の
時
代
は
、
広
隆
寺
千
手
観
音
像
は
ま
だ
頭
部
の
み
が
安
置
さ
れ
て
お

り
、
胴
部
が
発
見
さ
れ
て
胎
内
銘
か
ら
制
作
年
代
が
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
（
と

判
明
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

（
（（
（	

前
注
七
、
二
八
八
頁
。

（
（（
（	

構
造
に
つ
い
て
は
、
同
聚
院
不
動
明
王
像
や
広
隆
寺
千
手
観
音
像
で
寄
木
造
が
開

始
さ
れ
、
平
等
院
像
で
完
成
し
た
と
さ
れ
る
。

（
（（
（	

前
注
六
、
八
頁
～
一
六
頁
。

（
（（
（	

丸
尾
彰
三
郎
「
日
本
彫
刻
展
望
（
四
（」（『
日
本
文
化
財
』
第
四
号
、
一
九
五
六

年
十
二
月
、
五
頁
（

（
（（
（	

定
朝
の
法
橋
位
は
、
治
安
二
年
七
月
十
四
日
供
養
の
法
成
寺
金
堂
、
五
大
堂
の
造

像
に
関
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
仏
師
と
し
て
初
め
て
僧
綱
位
が
与
え
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
そ
の
叙
任
日
に
つ
い
て
は
、
治
安
二
年
七
月
十
四
日
（『
法
成
寺

金
堂
供
養
記
』、『
朝
野
群
載
』、『
栄
花
物
語
』
十
七
音
楽
（
と
十
六
日
（『
僧
綱

補
任
』、『
初
例
抄
』、『
左
経
記
』、『
諸
寺
塔
供
養
記
』（
の
二
説
が
あ
る
。
な

お
、『
小
右
記
』
は
、
同
年
七
月
十
日
条
に
法
橋
に
つ
い
て
の
記
事
を
載
せ
る
の

み
で
あ
る
。

（
（（
（	

金
森
遵
「
藤
原
彫
刻
の
主
調
」（『
日
本
彫
刻
史
要
』、
一
九
四
八
年
（

（
（（
（	

現
在
は
、
法
界
寺
阿
弥
陀
如
来
像
の
制
作
年
代
は
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
（
ま
た

は
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
（
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
（	

前
注
一
三
、
五
四
九
頁
、
五
五
〇
頁
。

（
（0
（	

帝
室
博
物
館
『
日
本
美
術
史
』、
一
九
三
八
年
、
一
〇
二
頁
。

（
（（
（	

前
注
四
〇
、
一
〇
六
頁
、
一
〇
七
頁
。

（
（（
（	

中
野
玄
三
「
貞
観
彫
刻
の
余
韻
」（『
日
本
の
美
術
』
七
、
至
文
堂
、
一
九
七
〇
、

一
九
頁
（

（
（（
（	

法
性
寺
千
手
観
音
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
通
説
は
法
性
寺
創
建
の
延
長
二

年
（
九
二
四
（
と
す
る
が
、
そ
の
他
に
、
尊
意
が
法
性
寺
で
初
め
て
灌
頂
し
た
承

平
四
年
（
九
三
四
（
の
本
尊
と
す
る
説
（
水
野
敬
三
郎
、
一
九
九
四
年
（、
檀
像

風
で
美
し
い
翻
波
式
衣
文
線
を
持
つ
作
風
か
ら
遍
照
寺
十
一
面
観
音
像
と
同
じ
十

世
紀
後
半
の
制
作
と
考
え
る
説
（
西
川
新
次
、
一
九
六
九
（
が
あ
る
。

（
（（
（	

前
注
四
二
、
三
一
頁
。

（
（（
（	

中
野
玄
三
「
康
尚
・
定
朝
と
そ
の
周
辺
」（『
日
本
の
美
術
』
七
、
至
文
堂
、
一
九

七
〇
、
三
九
頁
、
四
〇
頁
、
四
四
頁
（

（
（（
（	

谷
信
一
「
定
朝
法
橋
敍
任
の
経
緯

─
歴
世
木
仏
師
研
究
の
一
節

─
」（『
美

術
研
究
』
第
六
四
号
、
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九
三
七
年
、
一
三
九
頁
（

（
（（
（	

井
上
正
「
遍
照
寺
の
彫
刻
と
康
尚
時
代
」（『
國
華
』
第
八
四
六
号
、
一
九
六
二
年

九
月
、
四
〇
六
頁
、
四
〇
七
頁
（

（
（（
（	

井
上
正
「
東
福
寺
同
聚
院
不
動
明
王
坐
像
」（『
國
華
』
第
八
四
八
号
、
一
九
六
二

年
、
五
三
五
頁
、
五
三
六
頁
（

（
（（
（	

井
上
氏
は
聖
護
院
不
動
明
王
像
に
お
い
て
、
木
彫
が
捨
て
去
ら
れ
、
彫
塑
性
の
復

興
、
天
平
復
古
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
「
定
朝
様
」
の
典
型
を
み
る
。
し
か
し
、

聖
護
院
像
を
定
朝
作
で
あ
る
と
す
る
の
は
少
数
意
見
で
あ
る
。

（
（0
（	

西
川
新
次
「
藤
原
彫
刻
の
表
現
」（『
原
色
日
本
の
美
術
』
第
六
巻
、
小
学
館
、
一

九
六
九
年
、
二
一
〇
頁
（

（
（（
（	

前
注
一
〇
、
一
六
頁
～
一
九
頁
。



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
　
文
学
研
究
科
篇
　
第
四
十
八
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）

四
五

（
（（
（	

六
波
羅
蜜
寺
十
一
面
観
音
像
の
制
作
年
に
つ
い
て
は
、
通
説
は
天
暦
五
年
（
九
五

一
（
と
す
る
が
、
小
林
剛
氏
、
西
川
新
次
氏
は
応
和
三
年
（
九
六
三
（
と
し
て
い

る
。

（
（（
（	

伊
東
史
郎
「
十
世
紀
後
半
彫
刻
史
と
康
尚
」（『
日
本
美
術
全
集
』
第
六
巻
、
講
談

社
、
一
九
九
四
年
、
一
六
九
頁
（

（
（（
（	

伊
東
史
郎
「
序　

平
安
時
代
の
彫
刻
史

─
唐
風
の
消
長

─
」（『
平
安
時
代

彫
刻
史
の
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
頁
、
五
頁
（

（
（（
（	

伊
東
史
郎
「
定
朝
、
覚
助
、
長
勢

─
定
朝
様
式
の
成
立
と
そ
の
継
承
」（『
院

政
期
の
仏
像
』、
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
七
頁
、
二
一
〇
頁
，

二
一
一
頁
（

（
（（
（	

前
注
七
。

（
（（
（	

広
隆
寺
千
手
観
音
像
に
明
る
さ
の
表
現
を
読
み
取
る
の
は
寧
ろ
少
数
派
で
、
沈
鬱

な
表
情
と
読
み
取
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
（（
（	

前
注
四
七
，
四
八
。

（
（（
（	

前
注
一
〇
。

（
（0
（	

佐
藤
昭
夫
「
岩
船
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
」（『
國
華
』
第
八
四
八
号
、
一
九
六
七
年

十
一
月
、
五
二
六
頁
～
五
三
〇
頁
（

（
（（
（	

中
野
玄
三
「
藤
原
彫
刻
」（『
日
本
美
術
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
八
年
（

（
（（
（	

前
注
一
二
、
二
〇
頁
。

（
（（
（	

水
野
敬
三
郎
「
平
安
時
代
後
期
の
彫
刻
」（『
日
本
美
術
全
集
』
第
六
巻
、
講
談

社
、
一
九
九
四
年
、
一
四
六
頁
（

（
（（
（	

副
島
弘
道
「
十
世
紀
の
彫
刻
」（『
日
本
美
術
全
集
』
第
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
九

四
年
、
一
七
六
頁
、
一
七
七
頁
（

（
（（
（	

根
立
研
介
「
慶
派
仏
師
出
現
以
前
の
仏
師
と
社
会
」（『
日
本
中
世
仏
師
の
研
究
』、

塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
（

（
（（
（	

山
本
勉
『
仏
像　

日
本
仏
像
史
講
義
』、
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
。

（
（（
（	

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
七
世
紀
に
は
、
玄
奘
三
蔵
に
よ
り
漢
訳
さ
れ
た
『
大
般

若
経
』
の
中
に
仏
の
三
十
二
相
が
あ
り
、
そ
の
第
三
十
番
に
「
面
輪
猶
満
月
」
と

説
か
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
も
文
武
天
皇
の
七
〇
三
年
に
は
こ
の
『
大
般
若
経
』

は
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
七
世
紀
に
善
導
が
著
し
た
『
往
生
礼
賛
』
の

「
中
夜
講
」
に
も
「
龍
樹
菩
薩
の
願
往
生
礼
讃
偈
」
と
称
し
て
「
十
二
礼
」
が
あ

り
、
そ
の
中
に
「
面
善
円
浄
如
満
月
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

『
往
生
要
集
』
よ
り
も
は
る
か
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
後
期
に
『
往

生
要
集
』
の
影
響
で
如
来
の
頭
部
が
丸
く
な
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
に
は
な
お
慎

重
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
り
、
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
（（
（	

前
注
八
。

（
（（
（	

中
野
玄
三
、「
日
本
彫
刻
史
上
の
藤
原
時
代
」（『
日
本
の
美
術
』
七
、
至
文
堂
、

一
九
七
〇
、
十
八
頁
（

（
（0
（	

前
注
三
七
、
一
七
一
頁
。

（
（（
（	

前
注
一
七
、
三
二
頁
、
三
四
頁
。

（
（（
（	

前
注
一
三
、
五
四
八
頁
、
五
四
九
頁
。

（
（（
（	

前
注
五
、
四
五
二
頁
等
。

（
（（
（	

前
注
四
六
、
一
三
九
頁
。

（
（（
（	

丸
尾
彰
三
郎
「
日
本
彫
刻
史
展
望
（
二
（」（『
月
刊
文
化
財
』
第
十
号
、
一
九
五

六
年
二
月
、
六
頁
（。
丸
尾
氏
は
、「
和
様
」
の
時
代
の
特
徴
と
し
て
、
本
引
用
文

を
載
せ
る
が
、
同
頁
の
中
で
こ
れ
を
「
藤
原
時
代
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。
ま

た
、「
日
本
彫
刻
史
展
望
（
四
（」（『
月
刊
文
化
財
』
第
十
二
号
、
同
年
四
月
（
の

中
で
は
、
こ
の
時
代
を
指
し
て
「
定
朝
様
式
」
と
す
る
。

（
（（
（	

前
注
一
〇
、
一
八
頁
、
一
九
頁
。

（
（（
（	

前
注
六
三
、
一
三
四
頁
。

（
（（
（	

前
注
八
、
二
四
六
頁
。

（
（（
（	

前
注
一
二
、
一
六
頁
。

（
ま
つ
で　

よ
う
こ　

文
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
（

（
指
導
教
員
：
本
庄　

良
文　

教
授
（

二
〇
一
九
年
九
月
十
八
日
受
理




